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家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

登
記
あ
り
家
屋　

法
務
局
（
春
日
井
市
）
で
滅
失
登
記
を

し
て
く
だ
さ
い
。

登
記
な
し
家
屋　

役
場
税
務
課
で
取
り
壊
し
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動

車廃
車
・
譲
渡
し
た
ら　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
・
標
識
交
付
証
明

書
を
持
参
し
、
役
場
税
務
課
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

購
入
し
た
ら

販
売
証
明
書
ま
た
は
譲
渡
証
明
書
を
持

参
し
、
15
日
以
内
に
役
場
税
務
課
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

住
所
な
ど
申
告
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
も
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動

車
以
外
の
手
続
き
場
所

三
輪
お
よ
び
四
輪
以
上
の
軽
自
動
車

軽
自
動
車
検
査
協
会　

愛
知
主
管
事
務

所
小
牧
支
所

普
通
自
動
車
・
小
型
自
動
車
・
１
２
６
ｃ

ｃ
以
上
の
二
輪
車

中
部
運
輸
局
愛
知
運
輸
支
局　

小
牧
自

動
車
検
査
登
録
事
務
所

　

令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
に
完
成
（
新

築
・
増
築
）
し
た
家
屋
に
つ
い
て
は
、
令

和
７
年
度
か
ら
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象

と
な
る
た
め
、
対
象
の
方
に
家
屋
調
査
の

依
頼
文
書
を
順
次
発
送
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
建
物
（
居
宅
・
車
庫
・
物
置

等
）
の
構
造
や
使
用
さ
れ
て
い
る
資
材
を

調
査
し
て
、
固
定
資
産
税
を
算
出
す
る
た

め
の
も
の
で
、
事
前
に
調
査
日
時
を
調
整

し
、
当
日
は
職
員
が
訪
問
し
て
お
こ
な
い

ま
す
。

　

調
査
は
、
家
の
中
に
入
ら
せ
て
い
た
だ

き
、
建
築
確
認
や
建
築
図
面
な
ど
を
も
と

に
各
部
屋
の
資
材
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

税
務
課

　

☎
95
―

１
１
１
３

税
に
関
す
る
手
続
き
の
お
知
ら
せ

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
各
種
証

明
書
を
申
請
（
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
）
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
各
種
証

明
書
の
申
請
お
よ
び
支
払
い
を
す
る
こ
と

で
、
窓
口
へ
の
来
庁
や
郵
送
で
の
申
請
を

せ
ず
に
証
明
書
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
宿
直
渡
し
を
利
用
す
る
こ

と
で
窓
口
時
間
外
に
受
け
取
り
が
可
能
と

な
り
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

税
務
課

▽
町
県
民
税
関
係

所
得
証
明
書
、
課
税
証
明
書
、
非
課
税

証
明
書
、
納
税
証
明
書
（
町
県
民
税
）、

未
納
が
な
い
こ
と
の
証
明

▽
固
定
資
産
税
関
係

課
税
証
明
書
、
評
価
証
明
書

費
用

　

各
種
証
明
書
手
数
料

※
郵
送
で
の
交
付
は
郵
送
料
が
必
要
で
す
。

　

郵
送
料
は
重
さ
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。

お
支
払
方
法

P
a
y
P
a
y
・
a
u�

P
A
Y
・
d

払
い
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
宿
直
渡
し
が
始
ま
り
ま
し
た

必
要
な
も
の

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

▽�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ま
た
は

I
C
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
接
続
し
た
パ

ソ
コ
ン

受
取
方
法

役
場
宿
直
室
（
役
場
西
出
入
口
）
に
て

交
付
し
ま
す
。

※
本
人
確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
で
す
。

受
け
渡
し
可
能
時
間

平
日
の
午
後
5
時
15
分
か
ら
午
後
9
時

ま
で

休
日
・
祝
日
の
午
前
8
時
30
分
か
ら
午

後
9
時
ま
で

証
明
書
の
保
管
期
間

　

発
行
日
か
ら
2
週
間

※�

保
管
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
再
度
申

請
お
よ
び
電
子
決
済
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

問
合
せ
先

▽�

税
務
課　

町
県
民
税
グ
ル
ー
プ

　

☎
95
―

１
１
１
２

▽�

固
定
資
産
税
グ
ル
ー
プ

　

☎
95
―

１
１
１
３

▲町ホームページ


